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 遊休財産額の保有上限額の超過の有無 42 適合

【判定結果】

 遊休財産額の保有上限額　20欄-24欄 40 4,483,394,461

 遊休財産額　30欄 41 435,488,765

対応負債の額　32欄+34欄×37欄/(37欄+38欄) 39 11,119,140 対応負債の額　34欄×37欄/(37欄+38欄) 39

一般正味財産の額　14欄（5欄-11欄-12欄-13欄）と同
額（0以下の場合は0）

38 877,143,671
一般正味財産の額　14欄（5欄-11欄-12欄-13欄）と同額（0
以下の場合は0）

38 0

その他負債の額　10欄（11欄-35欄-36欄と同額） 37 0 その他負債の額　11欄-35欄 37 0

各資産に直接対応する負債の額　6欄+7欄+8欄 36 75,995,345

引当金勘定の合計額　9欄 35 55,284,023 引当金勘定の合計額　9欄 35

31欄-32欄-33欄 34 441,654,906 31欄-33欄 34 0

指定正味財産の額　13欄 33 1,702,078 指定正味財産の額　13欄 33

控除対象財産に直接対応する負債の額　7欄 32 11,119,140

４．対応負債の額の計算（次の２つの方法のうちいずれかをリストから選択してください。）

公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法

公益法人認定法施行規則第22条第7項の方法 公益法人認定法施行規則第22条第8項の方法

控除対象財産の額　2欄 31 454,476,124 控除対象財産の額　2欄又は28欄 31

一般社団・財団法人法
第131条の基金　12欄

27 0
遊休財産額　25欄-26欄-27欄-28欄+29欄
（0以下の場合は0）

30 435,488,765

負債　11欄 26 131,279,368 対応負債の額　39欄 29 11,119,140

３．遊休財産額の計算

資産　5欄 25 1,010,125,117 控除対象財産の額　2欄 28 454,476,124

円

計　(17欄+18欄+19欄) 20 4,483,394,461 控除額計　(21欄+22欄+23欄) 24 0

特定費用準備資金の公益実施費用額への算入額
(別表C(5)から転記(公益目的事業の場合のみ))

19 円
特定費用準備資金の公益実施費用額からの控除額
(別表C(5)から転記(公益目的事業の場合のみ))

23

商品等の原価を予め費用計上していない場合のみ
商品等譲渡に係る原価相当額

18 財産の譲渡損、評価損等の額 22

２．遊休財産額の保有上限額（＝公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額）の計算
損益計算書上の公益目的事業
に係る事業費の額

17 4,483,394,461 公益実施費用額から控除する引当金の取崩額 21

資産計 5 1,010,125,117 負債及び正味財産合計　5欄（11欄+15欄と同額） 16 1,010,125,117

一般正味財産の額　15欄-12欄-13欄 14 877,143,671

正味財産計 15 878,845,749

131,279,368

正味財産の部

一般社団・財団法人法第131条の基金　27欄 12

指定正味財産の額　33欄 13 1,702,078

55,284,023

その他負債の額　11欄-6欄-7欄-8欄-9欄 10 0

負債計　26欄 11

11,119,140

その他の固定資産　4欄-2欄 3 54,396,674 その他の固定資産に直接対応する負債の額 8 0

固
定
資
産

控除対象財産（別表C(2)から転記） 2 454,476,124 控除対象財産に直接対応する負債の額　32欄 7

固定資産計　5欄-1欄 4 508,872,798 引当金勘定の合計額　35欄 9

１．遊休財産額の計算に必要な数値の作成（下記３．及び４．に必要な数値を作成します。）

資産の部  負債の部

流動資産計 1 501,252,319 流動資産に直接対応する負債の額 6 64,876,205

法人名
公益財団法人北海道学校給
食会

この様式では、遊休財産額が、遊休財産額の保有上限額を超えていないことを確認します。
遊休財産額は、以下の計算により算定します。

遊休財産額＝資産－（負債＋一般社団・財団法人法第131条の基金）－（控除対象財産－対応負債の額※）

※対応負債の額とは、控除対象財産に直接対応する負債の額とその他の負債のうち控除対象財産に按分された負債の合計額です。
　なお、控除対象財産から対応負債の額を控除するのは、借入金等によって資産を取得している場合には、負債が二重で減算される
　ことになってしまうためです。

別表Ｃ(1) 遊休財産額の保有制限の判定
事業
年度

自 平成31年4月1日 法人コード A004354

至 令和2年3月31日


